
計画の概要

　■計画の目的
　・本市の空き家対策を総合的かつ計画的に推進するために策定します。

　■計画の位置づけ
　・「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)」第６条に基づく計画です。
　・上位計画の第２次深谷市総合計画との整合及び各分野の個別計画との連携を図ります。

　■計画の対象
　・対象地域は、市内全域とします。
　・対象とする空き家は、空家法第２条第１項に規定される空家等とし、一戸建て住宅に対する
　　取組を重点的に進めていきます。

　■計画の期間
　・平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの５年間とします。

　■（仮称）深谷市空家等対策協議会
　・地域住民、法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者などで組織し、空家等対策計
　　画の変更や実施に関すること、特定空家等に関することなどについて協議します。

　■庁内対策会議
　・庁内関係部署の部長や課長で組織する「深谷市空家等対策会議」及び実務担当者で組織す
　　る「深谷市空家等対策担当者会議」を定期的に開催し、空き家に関する協議や情報共有を
　　行います。
　・空家等対策会議では、空き家対策に関して庁内の意見を集約し、重要な決定を行います。
　　空家等対策担当者会議では、個別対応事案に関する情報共有及び具体的対策の検討を行
　　い、空家等対策会議で決定した事項の円滑な実施を図ります。

　■空き家総合相談窓口の設置
　・空き家を起因とする問題は多種多様な内容を含んでおり、個々の事案ごとに迅速かつ適切
　　な対応が求められるため、空き家総合相談窓口を設け、相談内容により、庁内関係部署と
　　調整を行います。

深谷市の状況

　■統計からみた空き家の現状
　・平成25(2013)年 住宅・土地統計調査では、全国の空き家は820万戸、空き家率は13.5％、
　　埼玉県の空き家は35万5,000戸、空き家率は10.9％となっています。
　・本市の空き家率は13.８％となっており、県北の近隣市町と同様に高い傾向にあります。

　■人口と高齢化率の推移
　・深谷市人口ビジョンでは、本市の人口は、平成30(2018)年からの10年間で約5,500人減
　　少し、平成40(2028)年には、高齢化率が33.5％と推計されています。

　■住宅の状況
　・持ち家率、一戸建て率が高く、旧耐震基準の住宅も一定数存在しています。
　・近年、高齢者施設の開設が進んでおり、持ち家から施設への住み替えが進んでいます。
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空き家総合相談窓口：深谷市　協働推進部　自治振興課
　〒３６６－８５０１　埼玉県深谷市仲町１１番１号

　電話：０４８（５７４）８５９７（直通）

推進体制の整備

　本市では、防犯、防災、衛生、景観等の多岐にわたる課題に対応した空き家対策を推進し
　ていくため、次のように推進体制を整備していきます。
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 これらの課題に対応するため、本市では基本理念を掲げ、総合的な空き家対策を推進します。

取組の方向性

　２‐（１）　所有者等への情報発信
　　空き家利活用ネットワーク制度の周知など、所有者等へ有効活用に向けた情報を発信します。

　２‐（２）　所有者等への支援制度
　　空き家の有効活用につながる支援制度を実施します。

　２‐（３）　関係団体等との連携
　　国や埼玉県、不動産関係団体など、有効活用に向けた連携を図ります。

空き家の課題
基本方針　３

　■空き家に関する情報提供と適正管理の促進
　・市民の意識を醸成し、空き家の発生を抑制することが必要です。
　・所有者等の状況に応じた、適切な情報提供が重要です。
　・所有者等に適正な管理を促す取組が必要です。

　■空き家の有効活用の促進
　・相談窓口や空き家バンクなどの情報提供が重要です。
　・早期の利活用を促すための仕組みが必要です。

　■著しく管理不全な空き家への対応
　・長期的な視点で、管理・処分を誘導する施策の検討が必要です。
　・周辺への悪影響が顕著な空き家には行政措置の検討が必要です。
　・専門家を交えた、特定空家等に関する体制整備が必要です。

　著しく管理不全な空き家の解消に向けた取組を推進します。

取組の方向性

　３‐（１）　管理不全な空き家への措置
　　適正な管理が行われていない空き家の所有者等に対して、指導等を行います。

　３‐（２）　特定空家等への措置
　　特定空家等に認定された空き家に対して、空家法に基づく措置を行います。

　３‐（３）　空き家関連法令に基づく取組
　　空家法だけでなく、関連する法令等の適用を検討します。

　３‐（４）　解消に向けた取組
　　解消に向けた支援や、跡地活用に対する支援を検討します。

空き家数の推移 空き家の分布図
　１‐（１）　市民意識の醸成・啓発
　　市民の空き家の問題への関心を高め、周知啓発を図ります。

　１‐（２）　所有者等への相談体制
　　所有者等が抱えている問題解決を図るため、各種専門的な相談体制を整備します。

　１‐（３）　助成制度の周知
　　現に居住している住宅等に関する各種助成制度等を周知します。

　１‐（４）　空き家情報の把握
　　自治会との協働による実態調査等により、市内の空き家情報を把握します。

基本方針　２

　空き家の有効活用を促進します。

空き家の実態 基本理念

　■空き家の実態調査
　・自治会連合会と「空き家等の見守りに関する協定」を締結し、平成２6(2014)年度から自治
　　会との協働により空き家の実態調査を実施しています。

　■実態調査の結果
　・空き家の実態調査によると、空き家数は年々増加しています。
　・現在は「危険でない」空き家であっても、経年により老朽化していくため、このまま放置す
　　ると将来的に「危険」空き家になる可能性があります。
　・空き家は、市内各地域に発生しており、市全体の課題となっています。

　空き家の管理は所有者等の責任で行うことを基本としつつ、市を中心に、市民、関係団体、自
　治組織、事業者など、多様な主体が協働して空き家対策に取り組み、安全で安心して暮らせる
　まちづくりを推進します。

基本方針　1

　空き家の発生を抑制し、適正な管理を促進します。

取組の方向性
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